
昭和三十六年人事院規則九―三四

人事院規則九―三四（初任給調整手当）

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、初任給調整手当に関し次の人事院規則を制定する。

人事院規則九―三四（昭和三十六年四月一日施行）

（趣旨）

第一条　初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

（支給官職）

第二条　給与法第十条の四第一項第一号に規定する官職は、医療職俸給表（一）の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとす

る。

一　離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの

二　人口が少ない市及び町村に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事院が認めるもの

三　前二号に掲げる官職以外の官職で給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域以外の地域に所在する官署（同項の人事院規

則で定める官署を除く。）に置かれるもの又は同条の規定による地域手当の級地が五級地、六級地若しくは七級地とされる地域に所在

する官署（当該級地が一級地、二級地、三級地又は四級地とされる官署を除く。）若しくは当該級地が五級地、六級地若しくは七級地

とされる官署に置かれる官職

四　給与法第十一条の三の規定による地域手当の級地が四級地とされる地域に所在する官署（当該級地が一級地、二級地又は三級地とさ

れる官署を除く。）又は当該級地が四級地とされる官署に置かれる官職

五　給与法第十一条の三の規定による地域手当の級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる地域に所在する官署又は当該級地が一級

地、二級地若しくは三級地とされる官署に置かれる官職

２　給与法第十条の四第一項第二号に規定する官職は、行政職俸給表（一）、専門行政職俸給表、教育職俸給表（一）、教育職俸給表（二）

及び研究職俸給表の適用を受ける職員の官職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると人事院が認めるものとする。ただし、給

与法第十条の二第一項の規定に基づき規則九―一七（俸給の特別調整額）で指定する官職で同規則の規定による俸給の特別調整額に係る

区分が一種のものを除く。

３　給与法第十条の四第一項第三号に規定する官職は、研究職俸給表の職務の級三級以上の職員の官職のうち科学技術に関する高度な専門

的知識を必要とする官職（前項に規定する官職を除く。）で、顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要があり、かつ、採用による欠

員の補充が著しく困難であると人事院が認めるものとする。

（職員の範囲）

第三条　給与法第十条の四第一項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

一　前条第一項に規定する官職に採用された職員であつて、その採用が、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する大学

（以下「大学」という。）卒業の日から三十七年（医師法（昭和二十三年法律第二百一号）に規定する臨床研修（第六条において「臨床

研修」という。）を経た者にあつては三十九年、医師法の一部を改正する法律（昭和四十三年法律第四十七号）による改正前の医師法

に規定する実地修練（第六条において「実地修練」という。）を経た者にあつては三十八年）を経過するまでの期間（以下「経過期間」

という。）内に行われたもの

二　前条第二項に規定する官職に採用された職員（医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法（昭和二十三年法律第二百二号）に規定

する歯科医師免許証を有する者に限る。）であつて、その採用が経過期間内に行われたもの

三　前条第三項に規定する官職に採用された職員であつて、規則九―八（初任給、昇格、昇給等の基準）の規定により、その採用の著し

く困難な事情を考慮して、あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、又はあらかじめ人事院の承認を得てその号俸が決定され

たもの

第四条　給与法第十条の四第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第九条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。

一　第二条第一項に規定する官職に同項各号に掲げる官職の区分を異にして異動し、又は同条第二項に規定する官職から異動した職員及

び同項に規定する官職に同条第一項に規定する官職から異動した職員

二　前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第二条第一項に規定する官職を占めることとなつた職員及

び当該経過期間内に新たに同条第二項に規定する官職を占めることとなつた職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定

する歯科医師免許証を有するもの

第五条　前二条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三十五年に達している職員には、初任給調整手当は

支給しない。

（支給期間及び支給額）

第六条　初任給調整手当の支給期間は、第二条第一項又は第二項に規定する官職を占める職員にあつては三十五年、同条第三項に規定する

官職を占める職員にあつては十年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第四条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応

じた別表第一に掲げる額（育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務

をしている職員にあつてはその額に育児休業法第十七条（育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。）の規定により読み替え

られた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育

児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあつてはその額に育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務

時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて

得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）とする。この場合において、大学卒業の日から

それぞれ採用の日又は第四条に規定する職員となつた日までの期間が四年（臨床研修を経た場合にあつては六年、実地修練を経た場合に

あつては五年）を超えることとなる第二条第一項又は第二項に規定する官職を占める職員（学校教育法に規定する大学院の博士課程の所

定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。）に対する同表の適用については、採用の日又は

第四条に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間（一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期

間）に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

２　初任給調整手当を支給されている職員が次の各号に掲げる場合に該当するときにおける当該職員に対する別表第一の適用については、

当該各号に定める期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。

一　休職にされた場合　その休職の期間（給与法第二十三条第一項又は教育公務員特例法（昭和二十四年法律第一号）第十四条第二項の

規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとし、規則一八―〇（職員の国際機関等への派遣）第十条第一項の職員

にあつては、休職の期間に引き続く派遣の期間を含むものとする。）

二　派遣法第二条第一項の規定により派遣された場合　その派遣の期間

三　官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣をされた場合　その交流派遣の期間
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四　法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣された場合　その派遣の期間

五　福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号）第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の規定により派遣された

場合　その派遣の期間

六　令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣された場合　その派遣の期間

七　令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣された場合　その派遣の期間

３　第二条第三項に規定する官職を占める職員のうち、採用による当該官職の欠員の補充についてその困難の程度等を考慮して人事院が定

める職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、第一項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する支給期間及び月額を超

えない範囲内で人事院が別に定めるところによる。

４　第一項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第一に掲げられていないこととなつた職員

で特別の事情があると認められるものについて各庁の長（その委任を受けた者を含む。）があらかじめ人事院の承認を得た場合の当該職

員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、人事院が別に定めるところによる。

第七条　第三条第一号若しくは第二号又は第四条に規定する職員となつた者（第五条に規定する職員を除く。）のうち、これらの職員とな

つた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第一項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を

支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が三十五年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同

項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期

間及び額とする。

（給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額）

第七条の二　給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第六条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第一」とある

のは、「別表第二」とする。

（支給の終了）

第八条　初任給調整手当を支給されている職員が次に掲げる異動をした場合には、第四条第二号に掲げる職員となる場合を除き、当該異動

の日から初任給調整手当は支給しない。

一　第二条第一項又は第二項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動

二　第二条第三項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動

（支給要件の改正の場合の措置）

第九条　第二条に規定する官職又は第三条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日（以下この条において「改正の

日」という。）の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初

任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないことと

なるものについては、改正の日以降、人事院の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

（雑則）

第十条　この規則に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

附　則　（昭和六〇年一二月二一日人事院規則九―三四―一）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

附　則　（昭和六一年一二月二二日人事院規則九―三四―二）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

附　則　（昭和六二年一二月一五日人事院規則九―三四―三）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

附　則　（昭和六三年一二月二四日人事院規則九―三四―四）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

附　則　（平成元年一二月一三日人事院規則九―三四―五）

１　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二年四月一日から施行する。

２　第一条の規定による改正後の人事院規則九―三四の規定は、平成元年四月一日から適用する。

附　則　（平成二年一二月二六日人事院規則九―三四―六）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、平成二年四月一日から適用する。

附　則　（平成三年一二月二四日人事院規則九―三四―七）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、平成三年四月一日から適用する。

附　則　（平成四年一二月一六日人事院規則九―三四―八）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、平成四年四月一日から適用する。

附　則　（平成五年一一月一二日人事院規則九―三四―九）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九―三四の規定は、平成五年四月一日から適用する。

附　則　（平成六年一一月七日人事院規則九―三四―一〇）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成六年四月一日から適用する。

附　則　（平成七年一〇月二五日人事院規則九―三四―一一）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成七年四月一日から適用する。

附　則　（平成八年一二月一一日人事院規則九―三四―一二）

１　この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定（第二条第三項の官職を占める職員に係る部分を除く。）は、

公布の日から施行する。

２　この規則（前項ただし書に規定する改正規定に限る。）による改正後の規則九―三四別表の規定は、平成八年四月一日から適用する。

３　改正後の規則九―三四第九条に規定する要件が改正された場合には、この規則により当該要件が改正された場合は含まないものとす

る。

附　則　（平成九年七月一日人事院規則九―三四―一三）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（平成九年一二月一〇日人事院規則九―三四―一四）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四別表の規定は、平成九年四月一日から適用する。

附　則　（平成一〇年一〇月一六日人事院規則九―三四―一五）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成十年四月一日から適用する。

附　則　（平成一二年三月二一日人事院規則一―二七）
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この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一二年一一月二二日人事院規則九―三四―一六）

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附　則　（平成一三年一月一九日人事院規則一―三四）　抄

（施行期日）

１　この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附　則　（平成一四年一一月二二日人事院規則九―三四―一七）

この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。

附　則　（平成一五年一〇月一日人事院規則一―四〇）　抄

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

附　則　（平成一五年一〇月一六日人事院規則九―三四―一八）

この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

附　則　（平成一六年一〇月二八日人事院規則九―三四―一九）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（平成一七年一一月七日人事院規則九―三四―二〇）

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

附　則　（平成一八年二月一日人事院規則九―三四―二一）

（施行期日）

１　この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成十七年法律第百十三号）第二条の規定による改正前の給与法第十一条

の三第一項の人事院規則で定める地域以外の地域であって給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域であるものに所在する官

署のうち人事院の定めるものに置かれる官職（医療職俸給表（一）の適用を受ける職員の官職に限る。）を平成十八年三月三十一日から

引き続き占める職員（規則九―三四（初任給調整手当）第六条（第四項を除く。）及び第七条の規定による初任給調整手当の支給期間内

であるものに限る。）の初任給調整手当の月額は、同規則第六条第一項の規定にかかわらず、当該職員が平成二十三年三月三十一日まで

の間において当該官職を引き続き占める間、同項の規定による額に、人事院の定める額を加算して得た額とする。この場合において、当

該加算して得た額は、当該職員が占める官職が同規則第二条第三号に掲げる官職（当該職員が占める官職がこの規則による改正前の規則

九―三四第二条第二号に掲げる官職に該当するものであった場合には、規則九―三四第二条第二号に掲げる官職）に該当するものとした

場合に同規則第六条第一項の規定により支給されることとなる額を超えることができない。

附　則　（平成一九年七月二〇日人事院規則一―四八）　抄

（施行期日）

１　この規則は、平成十九年八月一日から施行する。

附　則　（平成二一年二月二日人事院規則九―三四―二二）

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附　則　（平成二二年四月一日人事院規則九―三四―二三）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二六年一一月一九日人事院規則九―三四―二四）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

附　則　（平成二七年一月三〇日人事院規則九―三四―二五）

（施行期日）

１　この規則は、平成二十七年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２　施行日の前日においてこの規則による改正前の規則九―三四第二条第一項第三号又は規則九―三四第二条第一項第四号に掲げる官職に

該当していた官職であって、施行日においてそれぞれ同号又は同項第五号に掲げる官職に該当することとなったもの（医療職俸給表（一）

の適用を受ける職員の官職であるものに限る。）を施行日の前日から引き続き占める職員（同規則第六条（第四項を除く。）及び第七条の

規定による初任給調整手当の支給期間内であるものに限る。）の初任給調整手当の月額は、同規則第六条第一項の規定にかかわらず、当

該職員が平成三十年三月三十一日までの間において当該官職を引き続き占める間、同項の規定による額に、人事院の定める額を加算して

得た額とする。この場合において、当該加算して得た額は、当該職員が占める官職が同規則第二条第一項第四号に掲げる官職（当該職員

が占める官職がこの規則による改正前の規則九―三四第二条第一項第三号に掲げる官職に該当するものであった場合には、規則九―三四

第二条第一項第三号に掲げる官職）に該当するものとした場合に同規則第六条第一項の規定により支給されることとなる額を超えること

ができない。

附　則　（平成二七年六月二四日人事院規則一―六六）

この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。

附　則　（平成二八年一月二六日人事院規則九―三四―二六）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

附　則　（平成二八年一一月二四日人事院規則九―三四―二七）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

附　則　（平成二九年五月一九日人事院規則一―七〇）　抄

（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二九年一二月一五日人事院規則九―三四―二八）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三四の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

附　則　（平成三〇年一一月三〇日人事院規則九―三四―二九）

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―三四の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

附　則　（令和元年五月二三日人事院規則一―七三）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年六月一二日人事院規則一―七五）　抄
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（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年一二月二八日人事院規則一―七六）　抄

（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年四月一日人事院規則九―三四―三〇）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（令和三年九月一日人事院規則一―七七）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年二月一八日人事院規則一―七九）　抄

（施行期日）

第一条　この規則は、令和五年四月一日から施行する。

（定義）

第二条　この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一　令和三年改正法　国家公務員法等の一部を改正する法律（令和三年法律第六十一号）をいう。

二　令和五年旧法　令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。

三　暫定再任用職員　令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。

四　暫定再任用短時間勤務職員　令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。

五　定年前再任用短時間勤務職員　法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

六　施行日　この規則の施行の日をいう。

七　旧法再任用職員　施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

（雑則）

第二十五条　附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附　則　（令和四年六月二四日人事院規則一―八一）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（令和四年七月一日人事院規則九―三四―三一）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（令和五年一一月二四日人事院規則九―三四―三二）

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九―三四の規定は、令和五年四月一日から適用する。

別表第一（第六条関係）

職員の区分 １項職員 ２項職員 ３項職員

期間の区分 １種 ２種 ３種 ４種 ５種

円 円 円 円 円 円 円

１年未満 ４１５，６００３６９，５００３０９，２００２５１，７００１８５，０００５１，１００ １ ０ ０ ，

０００

１年以上２年未満 ４１５，６００３６９，５００３０９，２００２５１，７００１８５，０００５１，１００ １ ０ ０ ，

０００

２年以上３年未満 ４１５，６００３６９，５００３０９，２００２５１，７００１８５，０００５１，１００ １ ０ ０ ，

０００

３年以上４年未満 ４１５，６００３６９，５００３０９，２００２５１，７００１８５，０００５１，１００ １ ０ ０ ，

０００

４年以上５年未満 ４１５，６００３６９，５００３０９，２００２５１，７００１８５，０００５１，１００ １ ０ ０ ，

０００

５年以上６年未満 ４１５，６００３６９，５００３０９，２００２５１，７００１８５，０００５１，１００ ９ ０ ， ０

００

６年以上７年未満 ４１５，６００３６９，５００３０９，２００２５１，７００１８５，０００４９，３００ ８ ０ ， ０

００

７年以上８年未満 ４１５，６００３６９，５００３０９，２００２５１，７００１８５，０００４７，５００ ６ ０ ， ０

００

８年以上９年未満 ４１５，６００３６９，５００３０９，２００２５１，７００１８５，０００４５，７００ ４ ０ ， ０

００

９年以上１０年未満 ４１５，６００３６９，５００３０９，２００２５１，７００１８５，０００４３，９００ ２ ０ ， ０

００

１０年以上１１年未満 ４１５，６００３６９，５００３０９，２００２５１，７００１８５，０００４２，１００

１１年以上１２年未満 ４１５，６００３６９，５００３０９，２００２５１，７００１８５，０００４０，３００

１２年以上１３年未満 ４１５，６００３６９，５００３０９，２００２５１，７００１８５，０００３８，５００

１３年以上１４年未満 ４１５，６００３６９，５００３０９，２００２５１，７００１８５，０００３６，７００

１４年以上１５年未満 ４１５，６００３６９，５００３０９，２００２５１，７００１８５，０００３５，３００

１５年以上１６年未満 ４１５，６００３６９，５００３０９，２００２５１，７００１８５，０００３３，９００

１６年以上１７年未満 ４１１，２００３６５，５００３０５，９００２４９，１００１８３，４００３２，５００

１７年以上１８年未満 ４０６，８００３６１，５００３０２，６００２４６，５００１８１，８００３１，１００

１８年以上１９年未満 ４０２，４００３５７，５００２９９，３００２４３，９００１８０，２００２９，７００

１９年以上２０年未満 ３９８，０００３５３，５００２９６，０００２４１，３００１７８，６００２８，３００

２０年以上２１年未満 ３９３，６００３４９，５００２９２，７００２３８，７００１７７，０００２６，９００

２１年以上２２年未満 ３７５，７００３３３，８００２７９，７００２２７，３００１６８，５００２６，３００
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２２年以上２３年未満 ３５５，９００３１６，６００２６５，７００２１５，４００１５８，７００２５，７００

２３年以上２４年未満 ３３６，６００２９９，９００２５２，２００２０３，４００１４９，６００２４，７００

２４年以上２５年未満 ３１７，２００２８３，０００２３８，３００１９１，６００１３９，９００２４，１００

２５年以上２６年未満 ２９７，７００２６６，１００２２４，６００１７９，８００１３０，７００２３，５００

２６年以上２７年未満 ２７５，０００２４５，３００２０７，０００１６５，４００１１９，７００２２，９００

２７年以上２８年未満 ２５２，８００２２４，９００１８９，９００１５１，１００１０９，３００２２，３００

２８年以上２９年未満 ２３０，４００２０４，５００１７２，６００１３６，８００９９，０００ ２１，５００

２９年以上３０年未満 ２０７，６００１８３，７００１５５，０００１２２，５００８８，０００ ２１，２００

３０年以上３１年未満 １８２，８００１６１，８００１３７，０００１０７，５００７７，４００ ２０，８００

３１年以上３２年未満 １５７，９００１３９，９００１１８，７００９２，７００ ６６，３００ ２０，２００

３２年以上３３年未満 １３３，３００１１８，２００１００，８００７７，５００ ５５，９００ １９，３００

３３年以上３４年未満 ９７，５００ ８８，２００ ７６，２００ ５９，５００ ４２，７００ １８，４００

３４年以上３５年未満 ６２，２００ ５８，４００ ５１，９００ ４１，１００ ２９，５００ １７，７００

備考

１　この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第４条各号の職員となつた日以後の期間を示す。

２　この表において、「１項職員」とは第２条第１項の官職を占める職員を、「２項職員」とは同条第２項の官職を占める職員を、「３項職

員」とは同条第３項の官職を占める職員をいう。

３　この表において、「１種」とは第２条第１項第１号の官職を占める職員を、「２種」とは同項第２号の官職を占める職員を、「３種」と

は同項第３号の官職を占める職員を、「４種」とは同項第４号の官職を占める職員を、「５種」とは同項第５号の官職を占める職員をいう。

別表第二（第七条の二関係）

職員の区分 ２項職員 ３項職員

期間の区分

円 円

１年未満 ３５，８００ ７０，０００

１年以上２年未満 ３５，８００ ７０，０００

２年以上３年未満 ３５，８００ ７０，０００

３年以上４年未満 ３５，８００ ７０，０００

４年以上５年未満 ３５，８００ ７０，０００

５年以上６年未満 ３５，８００ ６３，０００

６年以上７年未満 ３４，５００ ５６，０００

７年以上８年未満 ３３，３００ ４２，０００

８年以上９年未満 ３２，０００ ２８，０００

９年以上１０年未満 ３０，７００ １４，０００

１０年以上１１年未満 ２９，５００

１１年以上１２年未満 ２８，２００

１２年以上１３年未満 ２７，０００

１３年以上１４年未満 ２５，７００

１４年以上１５年未満 ２４，７００

１５年以上１６年未満 ２３，７００

１６年以上１７年未満 ２２，８００

１７年以上１８年未満 ２１，８００

１８年以上１９年未満 ２０，８００

１９年以上２０年未満 １９，８００

２０年以上２１年未満 １８，８００

２１年以上２２年未満 １８，４００

２２年以上２３年未満 １８，０００

２３年以上２４年未満 １７，３００

２４年以上２５年未満 １６，９００

２５年以上２６年未満 １６，５００

２６年以上２７年未満 １６，０００

２７年以上２８年未満 １５，６００

２８年以上２９年未満 １５，１００

２９年以上３０年未満 １４，８００

３０年以上３１年未満 １４，６００

３１年以上３２年未満 １４，１００

３２年以上３３年未満 １３，５００

３３年以上３４年未満 １２，９００

３４年以上３５年未満 １２，４００

備考

１　この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第４条各号の職員となつた日以後の期間を示す。

２　この表において、「２項職員」とは第２条第２項の官職を占める職員を、「３項職員」とは同条第３項の官職を占める職員をいう。
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